
 

 

 

 

 

 

 

 

南城市つきしろＩＣ南土地区画整理事業地内 
【商業用途】保留地買受者募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年5月 

 

南城市つきしろＩＣ南土地区画整理組合 
 

 

 

  



 

 

 

目 次 

 
１ 募集の趣旨 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1  

 

２ 募集の概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 

 

３ 対象地の概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 

 

４ 実施スケジュール · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 

 

５ 応募資格 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 

 

６  応募手続き · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 

 

７ 応募に関する注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  4 

 

８ 土地の売却等の条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  6 

 

９ 審査・選定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  7 

 

 

 

●様式 
 

様式1   質問書 
様式2-1   応募申込書（単独） 
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様式3   価格条件および用途内容 

様式4               媒介契約締結に係る誓約書 
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１ 募集の趣旨 

沖縄本島南部の東海岸、県都那覇市から南東へ12kmに位置する南城市では、「先導的都市拠

点」と位置づけられた市中央部の「つきしろIC南地区」で土地区画整理事業（以下、「本事業」といい

ます。）を実施し、都市拠点（都市活動や日常生活の中心となる場）の形成を目指しています。 

本事業地内の保留地に対し、人々が集い、暮らし、交流する賑わいあふれる「先導的都市拠点」

としてふさわしい、魅力的な商業施設の立地誘導に向け、保留地に対する買受者を募集します。 

 

２ 募集の概要 

（１）募集の名称 

南城市つきしろIC南地区【商業用途】保留地買受者募集  

 

（２）募集者 

募集者：南城市つきしろIC南土地区画整理組合 

事務局：株式会社オオバ本社事業ソリューション部（担当：鎌田・棚瀬） 

株式会社オオバ沖縄支店（担当：長井） 

    （電話）080-5880-4760（担当：鎌田 直通番号） 

    （Ｅメール）tetsu_kamata@k-ohba.co.jp 

 

（３）募集案内の方法 

募集案内の方法：南城市ホームページ、垣花公民館掲示板、親慶原公民館掲示板に募集 

          要項を掲載します。 

掲載期間：令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

 

３ 対象地の概要 

   別紙「物件説明書」をご参照ください。 

 

４ 実施スケジュール 

募集要項の公表 令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

質問の受付期間 令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

質問書の回答 質問があった日から10営業日以内に回答 

価格条件および企画提案書の

提出期間 
令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

審査結果通知 
応募申込書一式提出から2～3週間程度を目途に審査結果

を連絡 

売買契約締結に係る協議・調整 
買受予定者として選任された旨の通知をした後、協議・調整

を開始 

※予定につき変更になる場合があります。 
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５ 応募資格 

応募者は、提案した出店計画に即して施設整備を行い、長期に渡り継続して運営することができ

る、十分な経験、信用、資カ、運営能力等を有している個人または企業（企業グループ含む）であ

り、以下の①、②、③、④の要件を満たすことが必要です。 

① 次のア又はイに該当する個人又は企業 

ア 保留地に対し、自ら商業施設等を建築・出店する意欲のある個人又は企業 

イ アの企業が複数で形成する企業グループ 

 

② 次のア又はイに該当する企業（企業グループ）※個人は除く 

ア 民法及び商法に基づく法人（土地売買契約時においては「資産の流動化に関する法律（平

成10年法律第105号）」に基づき設立する特定目的会社及びそれ以外の特定目的会社

を含む） 

イ アの企業が複数で形成する企業グループ 

 

③ 個人、企業又は企業グループの代表企業が、保留地に関し、売買契約の買主となり、組合

との契約締結の相手方となる者 

    

④ 次のア～キのいずれにも該当しない個人又は企業 

ア 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第107条

の規定により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法の施

行による改正前の商法（明治32年法律第48号）第381条の規定による整理の命令を命

じられている者 

イ 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申

立て（同法附則第3条の規定によりなお従前の例によるとされる破産事件に係る同法によ

る廃止前の破産法（大正11年法律第71号）第132条若しくは第133条の規定による破産

の申立てを含む。）がなされている者 

ウ 会社更生法（平成14 年法律第154号）第17条の規定による更生手続き開始の申立てが

なされている者 

エ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続きの申立てが成さ

れている者 

オ 直近事業年度の法人税、消費税及び市町村民税に係る徴収金を滞納している者 

カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（平成22年法律第54号）に違反し、

公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6項

の暴力団員、又は同法第2 条第2項の暴力団と関係を有する企業又は団体 
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６ 応募手続き 

（１）質問及び回答 

応募資格がある方は、募集内容について、質問をすることができます。 

① 受付期間 

令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

② 質問方法 

質問がある場合は、【様式1】質問書を問合せ先に電子メールで送信してください。なお、電

子メールで送信した際、電話で着信確認をお願いします。 

③ 問合せ先 

株式会社オオバ事業ソリューション部（担当：鎌田） 

（電話）080-5880-4760 

（Ｅメール）tetsu_kamata@k-ohba.co.jp 

④ 回答日 

 

⑤ 質問があった日から10営業日以内に回答します。 

 

⑥ 回答方法 

質問に対する回答を、送付いただいた電子メールアドレス宛に送信します。 

⑦ 回答の取り扱い 

質問に対する回答は、募集要項の補足資料とします。 

⑧ その他 

質問内容により、確定した回答を回答期限内に出来ない場合があります。 

 

（２）価格条件および企画提案書の提出 

応募者は、応募申込書、価格条件および企画提案書などを作成の上、下記のとおり提出してく

ださい。 

① 提出書類 

下記のア～エを左綴じで提出してください。 

ア 応募申込書【様式２-１:Ａ４判片面１枚】 

イ 構成調書（単独で応募する場合は不要）【様式２-２:Ａ４判片面必要枚数】 

ウ 価格条件および用途内容【様式３：Ａ４判片面。施設の概要、施設イメージなどを記載し

てください。】 
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エ 媒介契約締結に係る誓約書【様式４：A4判片面1枚】 

② 提出部数 

正１部、副1部（副は写しで可） 

③ 提出期間 

令和8年5月28日（木）～販売終了まで（令和8年度末予定） 

④ 提出先 

南城市つきしろIC南土地区画整理組合（担当：長井、比嘉） 

（住所）郵便番号901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里１８７０番地 

（電話）098-947-6250  

⑤ 提出方法 

郵送でお願いいたします。提出期限の消印有効。 

 

７ 応募に関する注意事項 

（１）複数提案の禁止 

応募は１つの保留地につき１件とします。複数の保留地に対し、同じ内容での応募は出来ませ

ん。 

 

（２）応募費用の負担 

応募に必要な一切の費用は、応募者の負担とします。 

 

（３）応募書類の取扱い 

① 応募者から提出された書類は返却しません。 

② 買受予定者に決定した応募者の企画提案書のうち、企画提案書は公開することがあります。 

③ 応募に使用する言語は日本語、通貨は円、計量単位は国際単位系（ＳＩ）とします。 

④ 審査を通過した応募者以外の名称は、応募者の不利益を考慮して、原則として公表しませ

ん。 

⑤ 価格条件および企画提案書に含まれる特許権、商標権、実用新案権、意匠権等の権利に

関する責務は、応募者が負うものとします。 

 

（４）失格 

参加表明から企業の決定までの間に、次のいずれかに該当した場合は、その時点で失格となり

ます。 

① 書類を期限までに提出しなかった場合 
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② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 審査における便宜を図ることを依頼する等、審査の公平を害する行為があった場合 

応募者の構成企業が 応募資格を満たさなくなった場合 

④ その他、本募集要項に違反した場合 

 

（５）募集者が提供する資料の取扱い 

本募集に関して、募集者から提供を受けた書類、図面等のすべての資料は、応募者が本募集

の検討のために使用する場合を除き、他の目的で使用することは行いません。 

（６）契約手続きについて（仲介） 

本件募集に係る要項作成・行政との打ち合わせ等の準備対応、応募者からの問合せ対応、 

各種手続き、説明対応などの募集全般の諸手続きおよび契約手続きを株式会社オオバにて実 

施いたします。その手続き費用として、契約相手方である買受者から、宅地建物取引業法に定め 

る仲介手数料を、保留地引き渡し時に、株式会社オオバへお支払いただくものとします。その費 

用の金額は、９ 保留地の契約条件等（８）仲介手数料をご参照ください。 

買受者決定後に株式会社オオバと買受者との間で、上記、売買契約手続きおよび仲介手数 

料に係る媒介契約書を締結いただきます。 

 

８ 土地の売却等の条件 

（１）契約形態 

① 売買契約にて保留地を購入していただきます。 

② 売買価格の算出については、保留地の面積の坪数に単価を乗じて算出します。坪数の算出

は、法面部分も含む総面積の㎡数に0.3025を乗じ、小数点3位以下は切り捨てして算出しま

す。 

 

（２）価格（単価） 

対象保留地画地の販売単価等は下表の通りです。 

保留地番号 街区 画地 面積（㎡） 面積（坪） 販売単価（坪） 販売価格総額 

② ２－１ ３ 1,098.01 332.14 170,000円 56,463,800円 

 

（３）手付金など支払い時期 

手付金は売買代金の10％とし、売買契約締結時に、残代金は土地引渡し時に、募集者の指定す

る金融機関口座へ振り込みにて支払いをお願いいたします。なお、振り込みにかかる手数料は買受者

の負担とさせていただきます。残代金の支払い時期は、下記（６）現状引渡しの欄をご参照ください。 

（４）使用用途 

保留地の使用用途は、本募集の応募時に提案した用途以外の土地利用はできません。 

（５）現状引渡し 

  保留地の土地の形状、インフラ、構造物等は現状のまま引渡しを行います。新規のインフラ引き込
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みや造成変更などの追加工事については、買受した者が自己の負担により、申請・工事を行う必要が

あります。 

（６）引渡し時期および使用収益開始時期 

保留地の引渡し時期および使用収益開始時期については、詳細は、買受者を決定した後、事務局

より買受者へお知らせいたします。 

 

（７）禁止事項 

本件募集により決定した買受予定者の持つ保留地購入の権利を第三者へ譲渡することは禁止しま

す。 

応募時の予定用途の建築行為等に着手せずに、第三者への転売を行う事を禁止します。 

 

（８）仲介手数料 

契約手続き等の費用として、売買価格の3％+６万円（別途消費税）の仲介手数料を、保留地引渡

した後、株式会社オオバの指定する金融機関口座へ振り込みにて支払いをお願いいたします。なお、

振り込みにかかる手数料は買受者の負担とさせていただきます。 

 

９ 審査・選定 

 

（１）選定・審査方法 

審査方法は、応募者から提出された資料に基づき、本事業の組合役員および南城市を審査員と

して、買受者の決定を行います。本募集は参加資格のほか、どのような建物の用途で保留地の購

入意向を出されたかについて、審査させていただきます。審査の結果、買受予定者に選定されない

場合もございますので、ご了承ください。 

 

（２）選定結果の通知 

企業の決定後、選定結果は応募者全員に通知文により連絡します。なお、選定についての質問や

異議には一切応じません。 

 

（３）契約締結 

買受者の決定後、買受者と事務局との間で、契約締結に向けた調整・協議を開始いたします。その

買受者との協議が不調に終わった場合は、本募集に応募した次点買受候補者と協議させていただき

ます。 

 

（４）事業の中止又は延期 

募集者は、本募集の買受者の決定後に、不測の事態により、本事業を中止又は延期することがあり

ます。この場合、募集者と進出候補企業が負担した費用は、各自の負担とし、相互に請求しないものと

します。また、間接被害、結果被害の予見の有無に関わらず生じた損害と逸失利益は免責とします。 

以上 


